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活断層基本図（仮称）検討の経緯

平成19年10月3日 「新総合基本施策」策定に向け、「新しい総合的かつ基本的な
施策に関する専門委員会で集中的に検討を開始
（ヒアリングにおいて公式活断層地図や活断層データベース等への
ニーズがあったことから、活断層基本図（仮称）の構築を検討）

平成20年11月4日 「新総合基本施策」中間報告を受け、調査観測計画部会に
おいて今後の活断層調査に関する計画の検討を開始

平成21年4月21日 「新総合基本施策」及び「新たな活断層調査について」公表
（両者において活断層基本図（仮称）の検討を地震本部の取り
組むべき主要事項に位置付け）

平成20年12月16日～上記議論に並行して、活断層基本図（仮称）について
調査観測計画部会において議論
※第48回（H20/12/16）、第51回（H23/2/7）に実施

平成23年3月11日 東北地方太平洋沖地震発生 （第52回部会当日）
→以降、第53回（H23/6/3）を最後に議論は休止状態
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活断層基本図（仮称）の位置付けについて

「新総合基本施策」における記述（要旨）

活断層の基礎的情報は十分ではなく、一層の調査研究が必要。また、被害地震が頻
発する沿岸海域の活断層等及び短い活断層についても調査を行い評価を高度化する必
要がある。

このため、上記による評価の高度化及びその実現による「全国地震動予測地図」の高
度化及び「活断層基本図（仮称）」の作成を基本目標に設定する。

「新たな活断層調査について」における記述（要旨）
これまでは、活断層の存在を示すことに主眼を置き、位置・形状を縮尺20 万分の1 の
地図に示してきた。一方、活断層による地震では、強震動だけでなく断層のずれによる
被害が生じる可能性もある。このため、活断層の詳細な位置情報と信頼性、認定根拠の
提供により、地震防災対策を促進するとともに、一般国民に活断層の存在を容易に認識
させ、防災意識の啓発を促すことが必要である

評価の高度化に伴って整備するものとの位置付け

防災対策のため地表地震断層情報の提供との位置付け
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各計画等の該当箇所本文は参考７４－（４）を参照

震源断層：地震動を発生させる、断層の本体

地表地震断層：地震に伴って地表に現れたことが
歴史的に確認されている活断層

※地表地震断層と震源断層について



活断層基本図（仮称）実現への課題

１．目的が幅広過ぎる
→震源断層の情報と地表地震断層の情報の必要性が混在
→提供すべき情報の精度（適した縮尺等）や連携・提供方法などが定まらない

２．予算的に制約が大きい
→既存のリソースを最大限活用するのが現実的
→各機関のデータを低コストで集約またはリンクさせる方策が必要

３．各機関によって位置形状等の解釈が微妙に異なる
→大縮尺での表示は解釈の違いが明確に出る
→解釈が異なる状態で項目ごとに各機関からの情報を選択的に活用することの是非

４．国としてオーソライズされた情報である必要性
→受け手側は国の公式見解と受け取る
→複数の解釈を併記するのは混乱の元
→その一方で、（異なる解釈も含め）活断層に関する情報を網羅的に把握することが
望まれる

活断層基本図（仮称）推進への問題点と解決方策を議論するため、平成26年3月より
関係機関と打ち合わせを実施（これまでに5回開催）
関係機関：国土地理院（都市圏活断層図）、地震予知総合研究振興会、

防災科学技術研究所（J-SHIS）、産業技術総合研究所（活断層ＤＢ）
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活断層基本図（仮称）の基本方針

それぞれの課題に対し以下の基本方針とすることを確認

・【課題１】目的が幅広過ぎる
→震源断層の情報と地表地震断層の情報の必要性が混在
→提供すべき情報の精度（適した縮尺等）や連携・提供方法などが定まらない

基本方針

○提供すべき情報の要件を、地表地震断層と震源断層とに分けて議論する。

○活断層基本図（仮称）は第一義的には震源断層の情報として位置付け、関連情報とし

て地表地震断層の情報を紐付ける。
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・【課題２】予算的に制約が大きい
→既存のリソースを最大限活用するのが現実的
→各機関のデータを低コストで集約またはリンクさせる方策が必要

基本方針

○各機関が従来通りデータを保有し、活断層基本図（仮称）からデータにリンクする。

○表示については、地理院地図を背景とした上乗せ情報でリンクさせた情報を表示させ

る（具体的イメージは後程説明）。



活断層基本図（仮称）の基本方針

それぞれの課題に対し、以下の基本方針とすることを確認（つづき）

・【課題３】各機関によって位置形状等の解釈が微妙に異なる
→大縮尺での表示は解釈の違いが明確に出る
→解釈が異なる状態で項目ごとに各機関から情報を選択的に活用することの是非

基本方針

○震源断層については、背景地図の縮尺を当面20万分の1とし、（可能であれば）目標
の2.5万分の1に向け段階的に分解能を上げる。
○地表地震断層については、都市圏活断層図の情報にリンクさせる。
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・【課題４】国としてオーソライズされた情報である必要性
→受け手側は国の公式見解と受け取る
→複数の解釈を併記するのは混乱の元
→その一方で、（異なる解釈も含め）活断層に関する情報を網羅的に把握することが
望まれる

基本方針

○対象活断層は、地震調査委員会で地域評価の対象とした活断層とし、位置形状や特

性についても地域評価の結果を掲載した上で、各機関の情報にリンクさせる。ただし、評

価の対象でない断層についても、何らかの形で情報提供できるのが望ましい。

○情報を提供する活断層の最小単位は、「活動区間」とする。



関係機関間のデータ連携について

・関係機関のデータを集約・加工し活断層基本図（仮称）サーバに保存・管理することは
コスト面から困難
→以下のいずれかによりデータ間のリンクを図り連携を実現する
①ユーザーのリクエストに応じて活断層基本図（仮称）から各機関データを呼び出す
②ユーザーのリクエストに応じて各機関サイトへ誘導する

①の場合のデータ流通イメージ ②の場合のデータ流通イメージ

機関Ａ 機関Ｂ 機関Ｃ

活断層基本図
（仮称）提供サイト

ユーザ

○○断層の機関Ｂ
の情報が見たい！

これです。どうぞ
ご覧下さい！

○○断層のデー
タを下さい！

どうぞ！

機関Ａ 機関Ｂ 機関Ｃ

活断層基本図
（仮称）提供サイト

ユーザ

○○断層の機関Ｂ
の情報が見たい！

こちらへどうぞ！
http://www.~~~

紹介されて
来ました！ どうぞご覧下さい！

データサーバ

閲覧サービス
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関係機関間のデータ連携の基本方針

地図上に重ね合わせる
レイヤーの表示を選択
可能

情報を持つ地点を地図上に
アイコン表示、クリックで概要
情報をポップアップ表示

右クリックの場合は
背景図の基本情報
が表示される。
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地図の縮尺に応じて、レイヤー
の表示／非表示や表示する内容
を自動で変更させることも可能

活断層基本図（仮称）は地理院地図をプラットフォームとして使用する

【地理院地図の基本機能】 →前頁①の連携に利用



①ユーザーへの情報提供は活断層基本図（仮称）上で行う
②ユーザーのリクエストに応じて各機関サイトへ誘導する

関係機関間のデータ連携イメージ

9背景図は関係機関打ち合わせ時の地理院資料を編集

防災科研 「J-SHIS」
http://www.j-shis.bosai.go.jp/~

地理院「都市圏活断層図」
http://maps.gsi.go.jp/~

産総研 「活断層ＤＢ」
http://gbank.gsj.jp/~

都市圏活断層図・J-SHISは画像タイルの中心座標をキーとして①の連携が可能。
産総研の活断層DBは位置形状よりは他の断層特性を主とした情報のため、
活動区間名をキーとしたリンクにより②の連携を行うのが望ましい。

○○断層（△△区間）
地域評価の緒元情報……



今後に向けての課題

【活断層のトレース線の表示に関する事項】

・初期画面において活断層のトレース線は地域評価において確定したもののみを表示
させる（各機関のトレース線はレイヤー表示をONにすることで表示）
・大縮尺での表示において、断層の位置精度が背景図の位置精度に対しはるかに劣る
場合は、線を非表示とする工夫が必要

【利用上の注意喚起に関する事項】

・活断層の位置や規模等の情報は、活断層の直上や近隣の住民の生命・財産価値に
直結する情報であり、正しい理解の下に利用頂くことが必須。

・利用上の注意・免責事項をトップページに置き、各事項への同意を条件に閲覧させる
手続きが必要。

・地図上の断層トレースは、そこが動く可能性が高いのは確かだが「引いたところ以外
は動かない」という意味ではないことを利用者に周知する必要がある。

【名称】

・「新総合基本施策」と「新たな活断層調査について」に記載されたような幅広い目的を
踏まえた統合型情報システムとする場合、活断層『基本図』という名称よりはポータルサ
イトをイメージできるような名称（例えば活断層基本情報ポータルサイト、等）であった方
が良い。
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